
 

  

 

吸収分割に関する事前開示事項 
（会社法第 782条第 1項及び会社法施行規則第 183条に定める書面） 

 

2025年 5月 9日 

 

 

東京都港区芝五丁目７番１号 

日本電気株式会社 

取締役代表執行役社長 森田 隆之 

 

 

当社は、ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社（本店所在地：東京都港区芝三丁目２３番

１号。以下「本承継会社」といいます。）との間で 2025年 4月 22日付で締結した吸収分割

契約（以下「本吸収分割契約」といいます。）に基づき、本吸収分割契約に定める当社の権

利義務を本承継会社に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うこと

といたしました。本吸収分割に関し、会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条

に定める事項は以下のとおりです。 

 

1. 吸収分割契約の内容（会社法第 782条第 1項第 2号） 

別紙 1のとおりです。 

 

2. 吸収分割の対価についての定めがないことの相当性に関する事項（会社法施行規則第

183条第 1号イ） 

本吸収分割に際しては、本承継会社は吸収分割会社である当社に対して本承継会社の

株式その他の財産の交付を行いませんが、本承継会社は当社の完全子会社であること

から、当該対価の不交付は相当であると判断しております。 

 

3. 新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 183条第 3号） 

該当事項はありません。 

 

4. 吸収分割承継会社の計算書類等に関する事項（会社法施行規則第 183条第 4号） 

(1) 吸収分割承継会社の最終事業年度に係る計算書類等 

別紙 2のとおりです。 

 

(2) 吸収分割承継会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類

等の内容 

 該当事項はありません。 

 



 

  

 

(3) 吸収分割承継会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債

務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象 

該当事項はありません。 

 

5. 吸収分割会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象（会社法施行規則第 183 条第 5 号

イ） 

当社は、当社の連結子会社であるＮＥＣネッツエスアイ株式会社（以下「ＮＥＣネッツ

エスアイ」といいます。）と、2025年 3月 4日開催の同社の臨時株主総会決議に基づい

て行われた同社の普通株式の併合（2025年 3月 25日効力発生）により生じた当該普通

株式の端数の合計数（ただし、会社法第 235条第 1項に基づき、1株に満たない端数は

切り捨て）に相当する数である普通株式 1 株を、会社法第 235 条第 2 項により準用す

る同法第 234 条第 2 項に基づく当該普通株式の任意売却に係る裁判所の許可決定（以

下「任意売却許可決定」といいます。）が得られることを条件として、当社がＮＥＣネ

ッツエスアイから 1,682 億 946 万 7,800 円（ただし、ＮＥＣネッツエスアイへの支払

額は、当社が保有している当該普通株式の端数の代金相当分を相殺した 1,282億 9,085

万 6,100 円）で買い受けることに関して、2025 年 4 月 2 日付で、株式譲渡契約書を締

結しました。 

その後、ＮＥＣネッツエスアイが裁判所より任意売却許可決定を 2025 年 4 月 23 日付

で得ましたので、当社は、同日付で上記普通株式 1株を譲り受けました。 

 

6. 吸収分割の効力発生日以後における債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規

則第 183条第 6号） 

(1) 吸収分割会社である当社の債務の履行の見込みについて 

当社の貸借対照表における資産の額は負債の額を上回っております。また、本吸収

分割後においても、当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれま

す。さらに、本吸収分割後に当社の債務の履行に支障を及ぼすような事象は現在の

ところ予想されておりません。従って、当社の負担する債務については、本吸収分

割の効力発生日以降も履行の見込みがあると判断いたします。 

 

(2) 吸収分割承継会社である本承継会社が吸収分割会社である当社から承継する債務

の履行の見込みについて 

本承継会社の貸借対照表における資産の額は負債の額を上回っております。また、

本吸収分割後においても本承継会社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが

見込まれます。さらに、本吸収分割後に本承継会社の債務の履行に支障を及ぼすよ

うな事象は現在のところ予想されておりません。従って、本承継会社が当社から承

継する債務については、本吸収分割の効力発生日以降も履行の見込みがあると判

断いたします。 



 

  

 

以 上 



 

  

 

別紙 1 吸収分割契約書 

 

（次頁以降に添付） 

 



吸収分割契約書

日本電気株式会社 (以下「甲」という。)及び NECネ クサソリューションズ株式会社 (以下「乙」
という。)は、甲が承継対象事業 (第 1条において定義される。)に関して有する権利義務を乙に

承継させる口及収分割 (以 下「本吸収分割」という。)に関し、以下のとおり吸収分割契約 (以 下「本
契約」という。)を締結する。

第 1条 (本吸収分割)

甲は、本契約の規定に従つて、吸収分割の方法により、甲が営むSME事業 (中 堅中小企業向け

事業及び中小自治体における職員向け業務支援、住民向けサービスを提供する事業をいい、以下
「承継対象事業」とい う。)に関して有する第3条第1頂に定める権利義務を乙に承継させ、乙はこ

れを承継する。

第 2条 (当 事者の商号及び住所 )

甲及び乙の商号及び住所は、次に掲げるとお りである。

(甲 )成収分割会社

商号 :日 本電気株式会社

住所 :東京都港区芝五丁目7番 1号

(乙)吸収分割承継会社

商号 :1ヽlECネ クサノリューションズ株式会社

住所 :東京都港区芝三丁目23番 1号

第 3条 (本吸収分割により承継する権利義務)

1. 乙が本吸収分割により甲から承継する資産、債務、契約その他の権利義務 (以下 「承継対
象権利義務」という。)は、別紙 「承継対象権利義務明細表」記載のとお りとする。なお、
承継対象権利義務の承継にうき、裁判所く監督官庁その他の司法機関・行政機関又は自主

規制機関の許認可その他の承認等を要するものについては、本効力発生 日 (第 6条におい

て定義される。以下同じ。)ま でに当該許認可その他の承認等が得られることを条件 として

承継する。また、承継対象権利義務のうち、本吸収分割の効力による権利義務の移転が生
じないものがある場合(甲及び乙は、当該権利義務の移転のために必要な手続を別途行い、
当該手続の完了をもつて当該権利義務を移転する。

2. 承継対象権利義務のうち債務については、本効力発生日において、乙が免責的債務引受の

方法によりこれを引き受ける。疑義を避けるために付言すると、上記以外の一切の債務 (不

法行為債務及び潜在債務その他の偶発債務又は簿外債務を含むが、これ らに限られない。つ
は、承継対象事業に関連するか否かにかかわらず、乙にす切承糸匹されない。

第 4条 (本吸収分割に際して交付する株式及び金員等)

乙は、本吸収分割に際して、甲に対 し、金銭等の対価を交付しない。

第 5条 (増加する資本金及び準備金の額)

本吸収分割により、乙の資本金及び準備金は増加 しない。

第 6条 (効力発生 日)

本吸収分割がその効力を生ずる日 (以下 「本効力発生 日」という。)は、2025年 7月 1日 とす
る。但 し、本吸収分割の手続の進行上の必要性その他の事由により必要がある場合には、甲乙協
議の上合意することにより、本効力発生 日を変更することができる。

1

第 7条 (競業避止義務 )



ー

甲は、本効力発生日以降においても、承継対象事業に関し、会社法第 21条に基づく競業避止義

務を負わない。

第 8条 (株主総会決議)

1. 甲は、会社法第 784条第 2項の規定に基づき、会社法第 783条第 1項に定める株主総会の

承認を得ることなく本吸収分割を行 うものとする。

2. 乙は、会社法第 796条第 1項の規定に基づき、会社法第 795条第 1項に定める株主総会の

承認を得ることなく本吸収分割を行 うものとする志

第 9条 (本吸収分割の条件の変更及び本契約の解除)

本契約の締結日から本効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により本吸

収分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合は、甲乙協議の上合意することにより、本吸

収分割の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。

第 10条 (準拠法及び管轄裁判所 )

1。  本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従つて解釈される。

2. 本契約に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

る。

第 11条 (協議事項)

本契約に定める事項のほか、本吸収分割に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協議

の上これを定める。

(以下余白)
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本契約の締結を証するため、本契約書 2通を作成し、各当事者がそれぞれ署名又は記名押印の上、
各 1通を保有する。

2025年 4月 22日

東京都港区芝五丁目7番 1号
日本電気株式会社

取締役代表執行役社長兼 CEO 森田 隆

乙 : 東京都港区芝三丁目23番 1号
NECネクサノリューション

代表取締役執行役員社長 木下 孝

【吸収分割契約書 押印頁】



別紙  承継対象権利義務明細表

NECネ クサソリューシヨンズ株式会社 (乙 )は、日本電気株式会社 (甲 )から、本効力発生日

において、承継対象事業に関する、本効力発生日の前日の終了時 (以下「基準時」という。)にお

ける以下の権利義務 (資産、負債及び契約上の地位を含む。)を承継する。但し、甲及び乙は、本

契約の締結日以降基準時までの間に、以下?権利義務のうち承継対象事業のみに関連するものと

して乙に承継すべき権利義務が存在することが判日月した場合には、当該事項の取扱いについて誠

実に協議する。

なお、承継対象資産及び負債については、甲の 2025年 3月 31日 付貸借対照表その他同日現在

の計算を基礎とし、基準時までの増減を加味して確定する。また、下記に記載の金額はいずれも、

当該貸借対照表による。

1.資産

基準時時点で甲が所有する以下の資産。但し、下記(6)記載の資産は承継 される資産に含まれ

ない。

(1)有
監昂「 景羅対象事業に関連する工具器具備品

(2)無
監F「景羅対象事業に関連するソフ トウ

轟櫂権          'イ
  (b)承 継対象事業に主として関連するi

(3)投

£ξ

の

彗籍]蜃璽羹に罷彊享 2贅熱昇曇
昇景ス トリアル DX統括部が主として管掌する

(c)承継対象事業又は自治体 DX(イ ]

事業領域に限る。)に関連する甲のサービス又は製品 (以下 「製品等」とい う。)

及び当該製品等に関する著作権その他の一切の資産

(4)下記 3に定める雇用契約に関して甲が所有する資産 (下記 3但書の規定により承継対象

となつた場合に限る。)

(5)下記 4に定める契約 (但 し、下記 4【公共領域】(2)に定める契約を除く。)に関して甲が

所有する資産

(6)除外される資産 上記
|こ
かかわらず、以下に掲げる資産については承継される資産に含ま

れないものとする。

呼とg?弓W語聯ずr  諸こ歩「督:与
'鵜

盤
むが、 これ らに限 られ ない。)

。EXPLAlヽlNERノAx
・ EXPLAヽlNER/J

(c)甲 のイ ングス トリアル DX統 括科
が主管す る承継対象事業 に関連す る製品等 の

うち、2025年 4月 末 日時点で甲が新規の提供文は販売 (以下「販売等」とい う。)

の停止を公表 している製品等及び当該製品等に関する著作権その他の一切の資

産

2.債務

基準時時点で甲が負担する以下の債務。但 し、下記(4)記載の債務は承継される債務に含まれ

ない。

聴
ト

(1)承継対象事業に関連する引当金



ー

(2)下記 3に定める雇用契約に関して甲が負担する債務 (下記 3但書の規定により承継対象

となった場合に限る。)

(3)下記 4に定める契約に関して甲が負担する債務

(4)除外 される債務 上記にかかわらず、上記(1)乃至(3)以外の一切の債務については、承継

対象事業に関連するか否かにかかわらず、乙に一切承継されない。

3.雇用契約

本吸収分割においては、甲の従業員との間の一切の雇用契約及びこれに付随する権利義務、

並びにかかる従業員の退職給付に係る資産及び債務は、一切承継されない。但 し、会社分割

に伴 う労働契約の承継等に関する法律 (平成 12年 5月 31日 法律第 103号。その後の改正も

含む。)第 4条第 1項に基づき甲に異議を申し出ることができる従業員が異議申出を行つた場

合、当該従業員 との間の一切の雇用契約及びこれに付随する権利義務、並びにかかる従業員

の退職給付に係る資産及び債務は本吸収分割により承継される。

4.契約 (雇用契約を除く。)

甲が基準時時点において締結している下記の契約における契約上の地位及び当該契約に基づ

く一切の権利義務。

【民需領域】                   '
(1)承継対象事業に関連する甲の製品等の販売等に係る契約であり、当該契約に基づき販売等

される製品等の対価が一定期間の経過毎に支払われる旨が定められている契約 (但 し、下

記(a)乃 至(っの類型に該当する契約を除く。)              ・

(a)甲 から販売等を受ける製品等について甲の顧客による再販売等が当該製品等の

仕入元により禁止されている場合における当該製品等の販売等に係る契約

(b)基準時時点までに甲が顧客に対 して製品等の販売等に係る代金を全て請求済み

であって、基準時以降、甲の当該顧客に対する製品等の販売等に係る新たな代金

債権の発生が予定されない契約

(c)基準時時点までに甲が顧客に対して製品等の販売等に係る代金 (但 し、基準時以

降の期間における製品等の販売等に係る代金に限る。)を請求した実績があり、

かつ、基準時以降も甲の当該顧客に対する製品等の販売等の継続が予定されてい

る契約 (継続期間を問わない。)

(d)日 本国外の企業との契約

(e)NECネ ッツエスアイ株式会社又は乙との契約

(9 2025年 4月 末日時点で甲が新規の販売等の停止を公表 している製品等の販売等

に係る契約

(2)承継対象事業に関連 して、EXPLAlヽlNERに ついて、甲が定めるパー トナー制度に基づき

締結 した契約

(3)承継対象事業に関連 して、甲のイングス トリアル DX統括部が資材基本契約に基づき仕入

元と締結した個別契約 (疑義を避けるために付言すると、資材基本契約は承継対象に含ま

れない。)      ・

(4)甲 のイングス トリアル DX統括部が主管する承継対象事業に関連する製品等の販売等に

係る契約 (但 し、2025年 4月 末 日時点で甲が新規の販売等の停止を公表 している製品等

の販売等に係る契約を除く。)

【公共領域】

(1)承継対象事業又は自治体 DXに関連する甲の製品等 (但 し、公共領域に関する製品等に限

る。)の販売等に係る販売店との契約 (但 し、当該契約に基づき販売される製品等の全部

又は一部について、基準時時点で販売店による検収が完了していない契約に限る。)

(2)承継対象事業と自治体 DXのいずれにも関連 しない甲の製品等 (但 し、公共領域に関する

製品等に限る。)の販売等に係る販売店との契約のうち、その契約上の地位及び当該契約

に基づく一切の権利義務が甲から乙に承継 された場合に当該製品等の販売等に係る商流

が、甲から販売店への直接の商流から、甲から乙を経て販売店へ至る商流に変更されるこ

別紙
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ととなる契約 (但 し、当該契約に基づき販売される製品等の全部又は一部について、基準
時時点で販売店による検収が完了していない契約に限る。)

下

以上

月ll紙

|
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別紙 2 本承継会社の最終事業年度に係る計算書類等（事業報告、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、監査報告及び会計監査報告）の内

容 

 

（次頁以降に添付） 



第 ５０ 期 報 告 書 

自 ２０２３年４月  １日 

至 ２０２４年３月３１日 

事 業 報 告 

貸 借 対 照 表 

損 益 計 算 書 

株主資本等変動計算書 

個 別 注 記 表 

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 





 

事 業 報 告 

自  ２０２３年４月  １日 

至  ２０２４年３月３１日 

 

 

1. 株式会社の状況に関する重要な事項 

 

（１） 事業の経過および成果 

 

当期におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)の５類移行に伴い人流も

復活、訪日インバウンドもコロナ発生前の水準に戻っています。株価は、新 NISA の開始や、東証の

PBR 改善要請等も加わりバブル期以来の水準を取り戻し、好調な企業業績と政府の後押しもあって

賃上げムードも高まるなど大都市圏を中心に明るい材料が増えています。 

一方で、地方・中堅中小企業においては、エネルギーや原材料価格高騰は続いており、従前か

らの人手不足などの構造的な問題と、全世界的な脱炭素への取組みや、地政学的な安全保障環

境変化なども加わり、まだ厳しさは残っております。 

当社が属する情報サービス産業においては、人手不足や脱炭素などの課題への解決策として、

DX（デジタルトランスフォーメーション）が注目されていることから追い風が吹いており、特に公共領

域においては、大型の予算がつくなど投資は活況、民需領域も経済の復調とともに投資が増えてき

ています。 

 

このような事業環境のもと、当社は、NEC グループ 2025 中計に基づき、「高利益体質への転換」

と「サービス創出企業への変革」という方針のもと事業を推進してまいりました。 

事業目標達成に向けて、売上については、特に公共領域において、昨年に引き続きデジタル庁

改革、デジタル田園都市構想などに伴う受注が好調で、大幅な増収となり、厳しかった民需領域に

ついてもプラス成長となりました。 

また、利益につきましても、昨年に続き、大型の不採算案件の発生を抑制するとともに、受注前段

階からの案件審査を見直すことによる採算性の改善も継続出来ています。また、テレワークが定着し

たことにより事務所フロアの圧縮を伴う再編と本社移転を実施、一時的な費用は発生したものの、大

幅な増益を実現することが出来ました。 

  

以上の結果、当期の売上高は、740 億 7 千万円（前期比 22 億 8 千万円増収）となりました。また、

当期純利益は、38 億 2 千 5 百万円（前期比 11 億 3 千 7 百万円増益）となりました。 

設備投資につきましては、ソリューション・サービス開発投資、働き方改革および基幹システムの

情報化投資ならびにオフィス環境整備のための投資を行い、投資総額は 8 億 8 千 9 百万円（前期

比 3 億 1 千 8 百万円減少）となりました。  
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当社の対処すべき課題は、まず、既存事業において実現した収益性を短期で終わることなく継続

しかつ更に向上させるとともに、事業のサービス化の取り組み成長軌道に乗せること、そして、これら

をコンプライアンス最優先で実行することです。 

今後も、お客様起点の活動を通じて社会に貢献し続けるよう、社員一同、努めてまいります。 

（２） 財産および損益の状況

（３）主要な事業内容

当社は、ソリューション・サービスを中核とし、アウトソーシングサービス、システム

インテグレーションサービス、プラットフォームサービスを融合した総合情報サービス

の提供を行っております。 

（４）本社および主要な営業所

名 称 所 在 地 

本 社 

玉 川 事 業 場 

関 西 支 社 

中 部 支 社 

東京都 港区 

神奈川県 川崎市 

大阪府 大阪市 

愛知県 名古屋市 

  年 度 

区 分 

2020 年度 

（第 47 期） 

2021 年度 

（第 48 期） 

2022 年度 

（第 49 期） 

2023 年度 

（第 50 期） 

売上高（百万円） 68,412 64,673 71,791 74,070 

当期純利益（百万円） 2,040 1,941 2,688 3,825 

１株当たり当期純利益（円） 1,251.53 1,190.50 1,649.03 2,346.44 

総資産（百万円） 33,378 32,325 35,407 35,929 
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（５）使用人の状況（2024年 3月 31日現在） 

 

使用人数 対前期増減 平均年齢 平均勤続年数 

1,860名 2名 47.6歳 23.1年 

（注）使用人数には常勤役員（4名）および他社への出向者（48 名）は含めて

おりません。 

 

（６）親会社の状況（2024年 3月 31日現在） 

 

ａ.親会社との関係 

当社の親会社は日本電気株式会社であり、同社は当社の株式を 163万株（出資比

率 100％）保有しております。 

当社は日本電気株式会社より、ソフトウエア開発等の業務の受託を行っておりま

す。また、日本電気株式会社とは販売店契約を締結し、システム販売に必要となる

電子計算機等の仕入や顧客システムの運用サービスの委託を行っております。 

 

ｂ.親会社との間の取引に関する事項 

親会社との取引に当たっては、価格その他の条件は市場実勢を勘案した内容によ

り交渉の上合理的な判断をもとに決定しており、妥当なものと判断しております。 

当社の取締役会としては当該取引が当社の利益を害するものではないと判断して

おります。 

 

（７）主な借入先 

  

借 入 先 借入金残高 借入先が有する当社の株式数 

日 本 電 気 株 式 会 社 - 163万株 

 

（８）株式に関する事項 

 

①発行可能株式総数          6,520,000 株 

②発行済株式の総数           1,630,000株 

③株 主 １名            日本電気株式会社 
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（９）会社役員に関する事項

取締役および監査役 

氏 名 会社における地位 担当または主な職業 

＊木下 孝彦 ※代表取締役 執行役員社長

＊伊東 史郎 取締役 執行役員 ＳＩ・サービスユニット長 

＊伊藤 正己 取締役 執行役員 営業ユニット長 

白石 一彦 取 締 役 日本電気株式会社 Corporate SVP 

木村 哲彦 取 締 役 日本電気株式会社 Corporate SVP 

豊嶋 慎一 取 締 役 

日本電気株式会社 <エンタープライズ BU>製

造ソリューション事業部門 第三製造ソリュ

ーション統括部長 

大久保 智史 取 締 役 
日本電気株式会社 経営企画部門 グループ事

業改革部  上席プロフェッショナル 

上月 健睦 監 査 役 
日本電気株式会社 グループ内部監査部門 Audit 

Advisor 

津田 明宏 監 査 役 常勤監査役 

（注１）※印は代表取締役であります。 

（注２）＊印の取締役 3名は、執行役員を兼務しております。 

（注３）2023 年 3 月 31 日開催の臨時株主総会において、木村哲彦氏および豊嶋慎一氏が新

たに取締役に選任され、2023 年 4月 1日付をもって就任いたしました。 

（注４）2023年 6月 21 日開催の第 49期定時株主総会において、白石一彦氏および大久保智

史氏が新たに取締役に、上月健睦氏が新たに監査役に選任され、同日付をもって就

任いたしました。 

（注５）2023 年 6 月 21 日開催の定時取締役会において、取締役木下孝彦氏が代表取締役に

選任され、同日付をもって就任いたしました。 

（注６）当期中に退任した取締役の氏名、退任時の会社における地位および退任年月日は次

のとおりです。 

氏 名 退任時の会社における地位 退任年月日 

橋谷 直樹 

菅野 清一 

佐粧 慎一 

岡崎 博之 

大久保 智史 

取締役 

取締役 

取締役 

取締役 

監査役 

2023年 4月 1日 

2023年 4月 1日 

2023年 6月 21日 

2023年 6月 21日 

2023年 6月 21日 

２．会計監査人に関する事項 

当社の会計監査人   有限責任 あずさ監査法人 
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３．業務の適正を確保するための体制等の整備・運用について 

 
当社は、取締役会において決定した、会社法第 362条第 4項第 6号ならびに会社法施行規

則第 100 条第 1 項および第 3 項に定める業務の適正を確保するための体制等に関する基本

方針に基づき、内部統制システムを整備し運用しています。 

当社は、当期の内部統制システムの整備・運用状況について評価を行い、本基本方針に基

づき内部統制システムが適切に整備・運用されていることを確認しました。 

なお、当社は本基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必

要な改善措置を講じるほか、本基本方針についても不断の見直しを行い、直近においては

2022年 3月 23 日の取締役会で、2022 年 5月 31日付で下記のとおり改定を行う旨の決議を

行いました。 

 

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

(1)取締役および執行役員は、日本電気株式会社（以下「ＮＥＣ」という。）および子会社

（以下「ＮＥＣグループ」という。）が共有すべきルールや考え方を表した「ＮＥＣグ

ループ経営ポリシー」を通じて、ＮＥＣグループにおける企業倫理の確立ならびに取締

役および使用人による法令、定款および社内規程の遵守の確保を目的として制定した

「CODE OF CONDUCT（NECグループ行動規範）」を率先垂範するとともに、その遵守の重

要性につき繰り返し情報発信することにより、その周知徹底をはかる。 

(2)経営企画本部等は、「CODE OF CONDUCT（NECグループ行動規範）」の周知徹底のための

活動を行う。また、経営企画本部等は、ＮＥＣによる当社における法令、定款および社

内規程の遵守状況の監査において指摘された問題点や提案された改善策につき、適宜必

要な対応をとる。 

(3)取締役は、重大な法令違反その他法令および社内規程の違反に関する重要な事実を発見

した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告す

る。 

(4) ＮＥＣのグループ内部監査部門および第三者機関を情報提供先とする内部者通報制度

「コンプライアンス・ホットライン」の利用を促進し、当社における法令違反または

「CODE OF CONDUCT（NECグループ行動規範）」の違反またはそのおそれのある事実の早

期発見に努める。 

(5)リスク・コンプライアンス委員会は、当社における不正行為の原因究明、再発防止策の

策定および情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて経営企画本部等は、再発

防止策の展開等の活動を推進する。 

(6)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するととも

に、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙

げて毅然とした態度で対応する。 
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２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項 

(1)情報セキュリティについては、「情報セキュリティ基本規程」に基づき、情報セキュリ

ティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続

的に実施する情報セキュリティ・マネジメント・システムを確立する。情報セキュリテ

ィに関する具体的施策については、ＮＥＣの「情報セキュリティ戦略会議」で審議する

とともに、ＮＥＣグループ全体で横断的に推進される、情報セキュリティに関する具体

的施策についても対応を図る。 

(2)取締役および使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令お

よび「文書管理基本規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。 

(3)株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決

裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役および監査役が常時閲

覧することができるよう検索可能性の高い方法で保存、管理する。 

(4)企業秘密については、「企業秘密管理規程」に基づき、秘密性の程度に応じて定める管

理基準に従い適切に管理する。 

(5)個人情報については、法令および「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理する。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1)リスク管理は、「リスク管理基本規程」に基づき、ＮＥＣグループとして一貫した方針

の下に、効果的かつ総合的に実施する。 

(2)事業部門は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスク

を選定したうえで、具体的な対応方針および対策を決定し、適切にリスク管理を実施す

る。 

(3)スタフ部門は、その担当事項に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリス

クを選定したうえで、具体的な対応方針および対策を決定し、リスク管理を適切に実施

するとともに、担当事項に関して事業部門が行うリスク管理を横断的に支援する。 

(4)事業部門およびスタフ部門は、自部門の業務の適正または効率的な遂行を阻害するリ

スクを洗い出し、適切にリスク管理を実施する。 

(5)経営企画本部等は、事業部門およびスタフ部門が実施するリスク管理が体系的かつ効

果的に行われるよう必要な支援、調整および指示を行う。 

(6)リスク・コンプライアンス委員会は、リスク管理に関する重要な事項を審議するとと

もに、当社のリスク管理の実施について監督する。 

(7)経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項について

は、経営会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会にお

いて報告する。 

(8)事業部門およびスタフ部門は、当社の事業に関する重大なリスクを認識したときまた

は重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに関係するスタフ部門および

経営企画本部等にその状況を報告するとともに、特に重要なものについては、取締役お

よび監査役に報告する。 
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(9)経営企画本部等は、ＮＥＣによる当社のリスク管理体制およびリスク管理の実施状況

についての監査において指摘された問題点や提案された改善策につき、適宜必要な対応

をとる。

４．取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制 

(1)取締役会は、執行役員に対する大幅な権限委譲を行い、事業運営に関する迅速な意思決

定および機動的な職務執行を推進する。

(2)取締役会は、月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決

定を行う。また、取締役会付議案件のうち重要事項については、経営会議で事前に審議

を行う。

(3)取締役会は、当社の中期経営目標ならびに年間予算を決定し、その執行状況を監督す

る。

(4)執行役員は、取締役会で定めた中期経営目標および予算に基づき効率的な職務執行を行

い、予算の進捗状況については、経営会議で確認し、取締役会に報告する。

(5)取締役および執行役員の職務執行状況については、適宜、取締役会に報告する。

(6)執行役員その他の使用人の職務権限の行使は、「社内承認規程」および「日常業務承認

基準」に基づき適正かつ効率的に行う。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

(1)当社は、「ＮＥＣグループ経営ポリシー」を通じて、子会社の遵法体制その他その業務

の適正を確保するための体制の整備に関する指導および支援を行う。

(2)当社は、当社グループにおける経営の健全性および効率性の向上をはかるため、各子会

社について、取締役および監査役を必要に応じて派遣するとともに、当社内に主管部門

を定めることとし、当該主管部門は、子会社の事業運営に関する重要な事項について子

会社から報告を受け、協議を行う。

(3)当社グループにおける経営の健全性の向上および業務の適正の確保のために必要なとき

は、子会社の事業運営に関する重要な事項について当社の承認を必要とするほか、特に

重要な事項については当社の経営会議での審議および取締役会への付議を行う。また、

当社および子会社の事業運営に関する事項については、その重要度に応じて、当社の取

締役会決議とあわせてＮＥＣにおける経営会議での審議、決裁および取締役会への付議

等を行うことについてＮＥＣと協議する。

(4)主管部門は、主管する子会社がその業務の適正または効率的な遂行を阻害するリスクを

洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導および支援する。

(5)経営企画本部は、ＮＥＣによる子会社の業務の適正性に関する監査において指摘された

問題点や提案された改善策につき、適宜必要な対応をとる。

(6)監査役は、往査を含め、子会社の監査を行うとともに、当社グループにおける業務の適

正の確保のため、監査に関して子会社の監査役と意見交換等を行い、連携をはかる。
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(7)当社は、ＮＥＣグループにおける業務の適正化および効率化の観点から、業務プロセス

の改善および標準化に努めるとともに、情報システムによる一層の統制強化をはかる。

当社グループは、ＮＥＣおよび関連するスタフ部門の支援の下で、これを実施する。 

 

６．財務報告の信頼性を確保するための体制 

(1)当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の

法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。 

(2)当社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実

施し、財務報告の適正性の確保に努める。 

 

７．監査役の職務を補助すべき使用人および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役の職務遂行を補助するスタフを配置する。当該スタフの人事考課、異動、懲戒等

については、監査役と協議する。 

 

８．取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

(1)取締役および使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関す

る報告を行う。  

(2)監査推進室長、経理本部長、経営企画本部長等は、その職務の内容に応じ、月次、四半

期毎その他の頻度で定期的に監査役に対する報告を行う。 

(3)経営企画本部長は、ＮＥＣのグループ内部監査部門および第三者機関を情報提供先とす

る内部者通報制度「コンプライアンス・ホットライン」の運用状況を確認するととも

に、監査役に定期的に報告する。また、経営企画本部長等は、当社の取締役に「CODE 

OF CONDUCT（NEC グループ行動規範）」に違反する事実があると認める場合その他緊急

の報告が必要な場合は、監査役に直ちに報告する。 

(4)内部者通報制度に基づく通報または監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告

を行ったことを理由として、当社の取締役および使用人に対し不利な取り扱いを行わな

い。 

(5)重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。 

 

９．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1)監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。 

(2)監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。 

(3)監査役は、適宜会議を開催し、ＮＥＣによる当社の監査実施状況等について情報交換お

よび協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見

交換を行う。 

(4)監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。 
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４．事業報告の附属明細書 

  事業報告の附属明細書に記載する事項はありません。 
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（単位:百万円）

流動資産 29,552 流動負債 16,656
現 金 及 び 預 金 248 買 掛 金 8,923
受 取 手 形 425 未 払 金 976
売 掛 金 17,000 未 払 費 用 637
契 約 資 産 2,664 未 払 法 人 税 等 1,157
商 品 3,101 未 払 消 費 税 等 953
仕 掛 品 156 契 約 負 債 1,016
未 収 入 金 65 預 り 金 160
前 払 費 用 615 賞 与 引 当 金 2,758
関 係 会 社 預 け 金 5,264 製 品 保 証 引 当 金 11
そ の 他 14 工 事 契 約 等 損 失 引 当 金 66

固定資産 6,377
 有形固定資産 709 固定負債 6,723

建 物 299 退 職 給 付 引 当 金 6,583
工 具 器 具 備 品 1,285 長 期 未 払 金 140
減 価 償 却 累 計 額 △ 989
建 設 仮 勘 定 113

 無形固定資産 1,416
ソ フ ト ウ ェ ア 1,003 23,379
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 411 　　　 　純　資　産　の　部

そ の 他 1 株主資本 12,461

資　本　金 815
 投資その他の資産 4,252 資本剰余金 43

投 資 有 価 証 券 145 資 本 準 備 金 43
関 係 会 社 株 式 17 利益剰余金 11,603
長 期 前 払 費 用 3 利 益 準 備 金 161
敷 金 及 び 保 証 金 665 そ の 他 利 益 剰 余 金 11,442
繰 延 税 金 資 産 3,423 繰 越 利 益 剰 余 金 11,442
そ の 他 58
貸 倒 引 当 金 △ 58 評価・換算差額等 88

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 88

12,550

35,929 35,929
　

純 資 産 合 計

負債及び純資産合計資　産　合  計

　貸  借  対  照  表  
　（２０２４年３月３１日現在）  

科　　目 金　額

負　債　の　部

負 債 合 計

資　産　の　部

科　　目 金　額
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（単位：百万円）

売上高 74,070

売上原価 53,960

売上総利益 20,110

販売費及び一般管理費 14,488

営業利益 5,622

営業外収益 55

受取利息及び配当金 9
受取手数料 8
受取支援金 14
受取損害賠償金 13
その他 10

営業外費用 179

固定資産除却損 86
偶発損失引当金繰入額 87
その他 5

経常利益 5,498

税引前当期純利益 5,498

法人税、住民税及び事業税 1,530

法人税等調整額 144

当期純利益 3,825

金　額科　目

　　損  益  計  算  書　　
自  ２０２３年  ４月  １日
至  ２０２４年  ３月３１日
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評価・
換算差
額等

繰
越
利
益
剰
余
金

［当期首残高］ 815 43 43 161 10,465 10,626 11,484 80 11,564

［当期変動額］

剰余金の配当 △2,848 △2,848 △2,848 △2,848

当期純利益 3,825 3,825 3,825 3,825

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

 9 9

［当期変動額合計］ - - - - 977 977 977 9 986

［当期末残高］ 815 43 43 161 11,442 11,603 12,461 88 12,550

（単位：百万円）

　　株 主 資 本 等 変 動 計 算 書　　
自　２０２３年４月　１日
至　２０２４年３月３１日

純
資
産
合
計

株主資本

利
益
剰
余
金
合
計

その他
利益剰
余金 そ

の
他
有
価
証
券

評
価
差
額
金

資
本
準
備
金

資
本
剰
余
金
合
計

利
益
準
備
金

株
主
資
本
合
計

利益剰余金

資
本
金

資本剰余金
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 個  別  注  記  表   

（自２０２３年４月１日～至２０２４年３月３１日） 

 

 

1.  重要な会計方針に係る事項に関する注記  ・・・・・１４頁  

 

2.  表示方法の変更に関する注記・・・・・・・・・・・１６頁  

 

3.  会計上の見積りに関する注記・・・・・・・・・・・１６頁  

 

4.  貸借対照表等に関する注記・・・・・・・・・・・・１６頁  

 

5.  損益計算書に関する注記・・・・・・・・・・・・・１７頁  

 

6.  株主資本等変動計算書に関する注記・・・・・・・・１７頁  

 

7.  税効果会計に関する注記・・・・・・・・・・・・・１８頁  

 

8.  金融商品に関する注記・・・・・・・・・・・・・・１８頁  

 

9.  関連当事者との取引に関する注記・・・・・・・・・２０頁  

 

10.  １株当たり情報に関する注記・・・・・・・・・・・２２頁  

 

11.  収益認識に関する注記・・・・・・・・・・・・・・２２頁  
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１ .重要な会計方針に係る事項に関する注記  

 

 (１ ) 記 載 金 額 は 百 万 円 未 満 を 四 捨 五 入 し て 表 示 し て お り ま す 。  

 

（ ２ ） 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法  

 

①  関 係 会 社 株 式  

     ･･･移 動 平 均 法 に よ る 原 価 法  

 

②  そ の 他 有 価 証 券  

・ 市 場 価 格 の な い 株 式 等 以 外 の も の  

･･･決 算 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づ く 時 価 法（ 評 価 差 額 は 全 部 純 資

産 直 入 法 に よ り 処 理 し 、売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 に よ り 算 定 ） 

・ 市 場 価 格 の な い 株 式 等  

･･･移 動 平 均 法 に よ る 原 価 法  

 

（ ３ ） 棚 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法  

 

①  商  品  ･･･ 個 別 法 に よ る 原 価 法  

           （ 貸 借 対 照 表 価 額 は 、 収 益 性 の 低 下 に よ る 簿 価 切下

げ の 方 法 に よ り 算 定 ）  

 

②  仕 掛 品  ･･･ 個 別 法 に よ る 原 価 法  

                   （ 貸 借 対 照 表 価 額 は 、 収 益 性 の 低 下 に よ る 簿 価 切 下

げ の 方 法 に よ り 算 定 ）  

 

（ ４ ） 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法  

 

①  有 形 固 定 資 産  ･･･ 定 額 法  

 

②  無 形 固 定 資 産  ･･･ 定 額 法  

た だ し 、 市 場 販 売 目 的 ソ フ ト ウ ェ ア に つ い て は 、 見 込 販 売 数 量 に

基 づ く 償 却 費 と 残 存 有 効 期 間 （ 3 年 ） に 基 づ く 均 等 配 分 額 と を 比 較

し 、 い ず れ か 大 き い 金 額 を 計 上 し て お り ま す 。 ま た 、 自 社 利 用 ソ フ

ト ウ ェ ア に つ い て は 、社 内 に お け る 見 込 利 用 可 能 期 間（ 3 年 ）に 基 づ

く 定 額 法 を 採 用 し て お り ま す 。  

 

（ ５ ） 引 当 金 の 計 上 基 準  

 

①  貸 倒 引 当 金  

債 権 の 貸 倒 に よ る 損 失 に 備 え る た め 、 一 般 債 権 に つ い て は 貸 倒 実

績 率 に よ り 、 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 に つ い て は 個 別 に 回 収 可 能

性 を 検 討 し 、 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 し て お り ま す 。  
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② 賞 与 引 当 金

従 業 員 に 対 し て 支 給 す る 賞 与 に 充 て る た め 、 当 事 業 年 度 末 に お け

る 支 給 見 込 額 を 計 上 し て お り ま す 。  

③ 製 品 保 証 引 当 金

受 託 開 発 プ ロ グ ラ ム 引 渡 後 の 無 償 修 理 費 用 の 支 出 に 備 え る た め 、

売 上 高 等 に 対 す る 過 去 の 実 績 率 及 び 個 別 に 追 加 原 価 の 発 生 可 能 性 を

基 礎 と し た 見 積 額 を 計 上 し て お り ま す 。  

④ 工 事 契 約 等 損 失 引 当 金

受 注 制 作 ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 の 請 負 工 事 契 約 等 に 係 る 将 来 損 失 に 備

え る た め 、 損 失 発 生 の 可 能 性 が 高 く 、 か つ そ の 金 額 を 合 理 的 に 見 積

る こ と が 可 能 な 案 件 に つ い て は 、 損 失 見 積 額 を 計 上 し て お り ま す 。

⑤ 偶 発 損 失 引 当 金

将 来 発 生 す る 可 能 性 の あ る 偶 発 損 失 に 備 え る た め 、 偶 発 事 象 ご と

に 個 別 の リ ス ク を 検 討 し 、 合 理 的 に 算 定 し た 損 失 見 積 額 を 計 上 し て

お り ま す 。  

⑥ 退 職 給 付 引 当 金

当 社 は 退 職 給 付 制 度 と し て 、 確 定 給 付 型 の 企 業 年 金 基 金 制 度 、 確

定 拠 出 年 金 制 度 及 び 退 職 一 時 金 制 度 を 採 用 し て お り ま す 。 従 業 員 の

退 職 給 付 に 備 え る た め 、 当 事 業 年 度 末 に お け る 退 職 給 付 債 務 及 び 年

金 資 産 の 見 込 額 に 基 づ き 、 当 事 業 年 度 末 に お い て 発 生 し て い る と 認

め ら れ る 額 を 、 退 職 給 付 引 当 金 と し て 計 上 し て お り ま す 。  

な お 、 退 職 給 付 債 務 の 算 定 に あ た り 、 退 職 給 付 見 込 額 を 当 事 業 年

度 ま で に 期 間 に 帰 属 さ せ る 方 法 に つ い て は 、 給 付 算 定 式 基 準 に よ っ

て お り ま す 。  

数 理 計 算 上 の 差 異 は 、そ の 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間（ 主

と し て 12 年 ）に よ る 定 額 法 に よ り 翌 事 業 年 度 か ら 費 用 処 理 し て おり

ま す 。  

（ ６ ） 収 益 及 び 費 用 の 計 上 基 準

「 収 益 認 識 に お け る 会 計 基 準 」 （ 企 業 会 計 基 準 第 29 号  2020 年 3

月 31 日 。以 下「 収 益 認 識 会 計 基 準 」と い う 。）及 び「 収 益 認 識 に 関

す る 会 計 基 準 の 適 用 指 針 （ 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 30 号  2021 年 3

月 26 日 ）を 適 用 し て お り 、主 要 な 事 業 に お け る 主 な 履 行 義 務 の 内 容

及 び 収 益 を 認 識 す る 通 常 の 時 点 は 以 下 の と お り で あ り ま す 。  

商 品 の 販 売 に 係 る 収 益 は 、 主 に 仕 入 商 品 の 販 売 で あ り 、 顧 客 と の

販 売 契 約 に 基 づ い て 商 品 を 引 き 渡 す 履 行 義 務 を 負 っ て お り ま す 。 当

該 履 行 義 務 は 、 商 品 を 引 き 渡 す 一 時 点 に お い て 、 顧 客 が 当 該 商 品 に

対 す る 支 配 を 獲 得 し て 充 足 さ れ る と 判 断 し 、 引 渡 時 点 で 収 益 を 認 識

し て お り ま す 。  

製 品 の 販 売 に 係 る 収 益 は 、 主 に ソ フ ト ウ ェ ア 等 の 製 作 で あ り 、 顧
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客 と の 請 負 も し く は 準 委 任 契 約 に 基 づ い て 製 品 を 引 き 渡 す 履 行 義 務

を 負 っ て お り ま す 。 当 該 履 行 義 務 は 、 一 定 の 期 間 に わ た り 充 足 す る

取 引 で あ り 、 履 行 義 務 の 完 全 な 充 足 に 向 け た 進 捗 度 を 合 理 的 に 測 定

で き る 場 合 は 進 捗 度 の 測 定 に 基 づ き 収 益 を 認 識 し て い ま す 。 進 捗 度

を 合 理 的 に 測 定 で き な い 場 合 、 履 行 義 務 を 充 足 す る 際 に 回 収 が 見 込

ま れ る コ ス ト の 範 囲 で 原 価 回 収 基 準 に 基 づ い て 収 益 を 認 識 し て お り

ま す 。  

保 守 又 は サ ー ビ ス に 係 る 収 益 は 、 主 に 商 品 又 は 製 品 の 保 守 又 は 情

報 シ ス テ ム に 関 す る 役 務 サ ー ビ ス の 提 供 で あ り 、 顧 客 と の 契 約 に 基

づ い て 、 保 守 又 は サ ー ビ ス を 提 供 す る 履 行 義 務 を 負 っ て お り ま す 。

当 該 履 行 義 務 は 一 定 の 期 間 に わ た り 充 足 す る 取 引 で あ り 、 期 間 に 渡

り 提 供 す る 保 守 又 は サ ー ビ ス は 契 約 期 間 に わ た り 収 益 を 認 識 し ま す 。

提 供 し た 保 守 又 は サ ー ビ ス の 利 用 実 績 に 応 じ て 収 益 金 額 が 変 動 す る

場 合 は 一 定 期 間 に お け る 利 用 実 績 に 応 じ て 収 益 を 認 識 し て お り ま す 。 

（ ７ ） グ ル ー プ 通 算 制 度 の 適 用

グ ル ー プ 通 算 制 度 を 適 用 し て お り ま す 。

２ .表示方法の変更に関する注記

前 事 業 年 度 に お い て「 営 業 外 収 益 」の「 そ の 他 」に 含 め て お り ま し た「 受

取 手 数 料 」（ 前 事 業 年 度 9 百 万 円 ）に つ い て は 、重 要 性 が 高 ま っ た た め 当

事 業 年 度 に お い て は 区 分 掲 記 し て お り ま す 。  

３ .会計上の見積りに関する注記

会 計 上 の 見 積 り に よ り 当 事 業 年 度 に 係 る 計 算 書 類 に そ の 額 を 計 上 し た

項 目 で あ っ て 、翌 事 業 年 度 に 係 る 計 算 書 類 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 が

あ る も の は 、 次 の と お り で す 。  

繰 延 税 金 資 産   3 , 4 23 百 万 円

退 職 給 付 引 当 金 6 , 5 83 百 万 円

４ .貸借対照表等に関する注記

（ １ ） 有 形 固 定 資 産 の 減 損 損 失 累 計 額

貸 借 対 照 表 上 、 減 価 償 却 累 計 額 に 含 め て 表 示 し て お り ま す 。

（ ２ ） 棚 卸 資 産 及 び 工 事 契 約 等 損 失 引 当 金 の 表 示

損 失 の 発 生 が 見 込 ま れ る 工 事 契 約 等 に 係 る 棚 卸 資 産 は 、 こ れ に 対 応 す

る 工 事 契 約 等 損 失 引 当 金 を 相 殺 し て 表 示 し て お り ま す 。 棚 卸 資 産 と の 相

殺 額 は 仕 掛 品 1 2百 万 円 、 商 品 3百 万 円 で す 。  
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（ ３ ） 関 係 会 社 に 対 す る 金 銭 債 権 短 期  6 ,4 20百 万 円

長 期    5 33百 万 円

（ ４ ） 関 係 会 社 に 対 す る 金 銭 債 務 短 期  2 ,9 84百 万 円

５ .損益計算書に関する注記

関 係 会 社 と の 取 引 高

営 業 取 引 に よ る 取 引 高   売 上 高  4 ,5 6 1百 万 円

 仕 入 高 1 6 ,2 8 4百 万 円

営 業 取 引 以 外 の 取 引 に よ る 取 引 高  7百 万 円

６ .株主資本等変動計算書に関する注記

（ １ ） 発 行 済 株 式 の 種 類 及 び 総 数 に 関 す る 事 項

（ 単 位 :株 ）

（ ２ ） 当 事 業 年 度 中 に 行 っ た 剰 余 金 の 配 当 に 関 す る 事 項

① 配 当 金 の 支 払 額

（ 単 位 ： 円 ）

② 基 準 日 が 当 期 に 属 す る 配 当 の う ち 、 配 当 の 効 力 発 生 日 が 翌 期 と な る も の

第 5 0期 定 時 株 主 総 会 の 議 案 と し て 、 普 通 株 式 の 配 当 に 関 す る 事 項 を

次 の と お り 予 定 し て お り ま す 。  

・ 配 当 金 の 総 額 2,77 2, 63 0, 00 0円

・ １ 株 当 た り 配 当 額 1, 70 1円

・ 基 準 日 20 24年 3月 3 1日

・ 効 力 発 生 日 20 24年 6月 2 8日

株 式 の 種 類
当 期 首

株 式 数

当 期 増 加 株

式 数  

当 期 減 少 株

式 数  

当 期 末

株 式 数

普 通 株 式 1, 63 0, 00 0 － － 1, 63 0, 00 0 

決議  
株式の  

種類  

配当金の  

総額  

１株当た

り配当額  
基準日  効力発生日  

2023年6月21日 

定時株主総会 

普通  

株式  
2,179,310,000 1,337 

2023年 

3月31日 

2023年 

6月30日 

2023年10月23日 

定時取締役会 

普通  

株式  
668,300,000 410 

2023年 

9月30日 

2023年 

11月30日 
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な お 、 配 当 原 資 に つ い て は 、 繰 越 利 益 剰 余 金 と す る こ と を 予 定 し て

お り ま す 。  

20 24年 6月 2 0日 開 催 の 第 5 0期 定 時 株 主 総 会 に お い て 、 上 記 の 議 案 は

承 認 可 決 さ れ て お り ま す 。  

７ .税効果会計に関する注記

繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因

繰 延 税 金 資 産 の 発 生 の 主 な 原 因 は 、 退 職 給 付 引 当 金 2 , 01 6百 万 円 、 賞 与

引 当 金 8 4 5百 万 円 、 未 払 確 定 拠 出 年 金 移 換 額 1 0 5百 万 円 、 減 価 償 却 限 度 超

過 額 2 2 8百 万 円 で あ り 、 評 価 性 引 当 金 4 7百 万 円 を 控 除 し て 計 上 し て お り

ま す 。  

繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 は 、 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 3 9百 万 円

で あ り ま す 。  

８ .金融商品に関する注記

（ １ ） 金 融 商 品 の 状 況 に 関 す る 事 項

① 金 融 商 品 に 対 す る 取 組 方 針

当 社 は 、 資 金 運 用 に つ い て は 短 期 的 な 預 金 等 に 限 定 し 、 ま た 資 金 調

達 に つ い て は 親 会 社 か ら の 借 入 に よ る 方 針 で す 。  

② 金 融 商 品 の 内 容 及 び そ の リ ス ク 並 び に リ ス ク 管 理 体 制

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 は 顧 客 の 信 用 リ ス ク に 晒 さ れ て お り 、 与 信 管 理

規 程 に 沿 っ て リ ス ク 低 減 を 図 っ て お り ま す 。  

ま た 、 投 資 有 価 証 券 は 主 と し て 株 式 で あ り 、 上 場 株 式 に つ い て は 四

半 期 ご と に 時 価 の 把 握 を 行 っ て お り ま す 。   

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 は 、 1年 以 内 の 支 払 期 日 で す 。

（ ２ ） 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 す る 事 項

20 24年 3月 3 1日 に お け る 貸 借 対 照 表 計 上 額 、 時 価 及 び こ れ ら の 差 額 に つ

い て は 、 次 の と お り で す 。 な お 、 市 場 価 格 の な い 株 式 等 （ そ の 他 有 価 証

券 3百 万 円 、 関 連 会 社 株 式 1 7百 万 円 ） は 、 「 そ の 他 有 価 証 券 」 に は 含 め て

お り ま せ ん 。 ま た 、 現 金 は 注 記 を 省 略 し て お り 、 預 金 、 受 取 手 形 、 未 収

入 金 、 関 係 会 社 預 け 金 、 買 掛 金 、 未 払 金 は 短 期 間 で 決 済 さ れ る た め 時 価

が 帳 簿 価 額 に 近 似 す る こ と か ら 、 注 記 を 省 略 し て お り ま す 。
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（ 単 位 ： 百 万 円 ）

貸 借 対 照 表

計 上 額  
時 価 ( * )  差 額

(1 )売 掛 金 17 ,0 00  16 ,9 99  △ 1

(2 )投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券
14 3 14 3  －

(3 )敷 金 及 び 保 証 金 66 5 66 1  △ 4

(4 )長 期 未 払 金 (1 40 )  (1 40 )  △ 1

(* )負 債 に 計 上 さ れ て い る も の に つ い て は 、 (  )で 示 し て お り ま す 。

（ 注 ） 時 価 の 算 定 に 用 い た 評 価 技 法 及 び イ ン プ ッ ト の 説 明

金 融 商 品 の 時 価 を 、 時 価 の 算 定 に 用 い た イ ン プ ッ ト の 観 察 可 能 性 及 び

重 要 性 に 応 じ て 、 以 下 の 3つ の レ ベ ル に 分 類 し て お り ま す 。  

レ ベ ル 1の 時 価 ： 同 一 の 資 産 又 は 負 債 の 活 発 な 市 場 に お け る （ 無 調 整

の ） 相 場 価 格 に よ り 算 定 し た 時 価

レ ベ ル 2の 時 価 ： レ ベ ル 1の イ ン プ ッ ト 以 外 の 直 接 又 は 間 接 的 に 観 察

可 能 な イ ン プ ッ ト を 用 い て 算 定 し た 時 価

レ ベ ル 3の 時 価 ： 重 要 な 観 察 で き な い イ ン プ ッ ト を 使 用 し て 算 定 し た

時 価

時 価 の 算 定 に 重 要 な 影 響 を 与 え る イ ン プ ッ ト を 複 数 使 用 し て い る 場 合

に は 、 そ れ ら の イ ン プ ッ ト が そ れ ぞ れ 属 す る レ ベ ル の う ち 、 時 価 の 算 定

に お け る 優 先 順 位 が 最 も 低 い レ ベ ル に 時 価 を 分 類 し て お り ま す 。  

投 資 有 価 証 券

上 場 株 式 は 相 場 価 格 を 用 い て 評 価 し て お り ま す 。 上 場 株 式 は 活 発 な 市

場 で 取 引 さ れ て い る た め 、 そ の 時 価 を レ ベ ル 1の 時 価 に 分 類 し て お り ま

す 。  

売 掛 金

こ れ ら の 時 価 は 、 一 定 の 期 間 ご と に 区 分 し た 債 権 ご と に 、 債 権 額 と 満

期 ま で の 期 間 及 び 信 用 リ ス ク を 加 味 し た 利 率 を 基 に 割 引 現 在 価 値 法 に よ

り 算 定 し て お り 、 レ ベ ル 3の 時 価 に 分 類 し て お り ま す 。  

長 期 未 払 金

こ れ ら の 時 価 は 、 一 定 の 期 間 ご と に 区 分 し た 債 務 ご と に 、 返 済 期 日 ま

で の 期 間 及 び 信 用 リ ス ク を 加 味 し た 利 率 を 基 に 割 引 現 在 価 値 法 に よ り 算

定 し て お り 、 レ ベ ル 3の 時 価 に 分 類 し て お り ま す 。  
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敷 金 及 び 保 証 金

こ れ ら の 時 価 は 、 返 還 予 定 額 を 契 約 期 間 に 対 す る 国 債 の 利 回 り 等 適 切

な 指 標 に 基 づ く 利 率 で 割 り 引 い た 現 在 価 値 に よ り 算 定 し て お り 、 レ ベ ル 3

の 時 価 に 分 類 し て お り ま す 。  

金 銭 債 権 及 び 金 銭 債 務 の 決 算 日 後 の 償 還 予 定 額

（ 単 位 ： 百 万 円 ）

1年 以 内
1年 超

5年 以 内

現 金 及 び 預 金  

受 取 手 形  

売 掛 金  

未 収 入 金  

関 係 会 社 預 け 金

買 掛 金  

未 払 金  

長 期 未 払 金  

24 8  

42 5  

16 ,9 77 

65  

5, 26 4 

8, 92 3 

97 6  

-  

－

－

23  

－

－

－

－

14 0  

９ .関連当事者との取引に関する注記

（ １ ） 親 会 社

（ 単 位 ： 百 万 円 ）

属性 
会社等の 

名称 

議決権等の 

所有（被所

有）割合 

関連 

当事者との関係 
主要な取引の内容 

取引金

額 
科目 期末残高 

親会社 日本電気

株式会社 

被所有 

直接100％ 

当社製品の販売 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ通算制度

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等の購入

経費等の支払い 

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌｨ等の支払い

不動産の賃借 

資金の貸借 

役員の受入 

ｿﾌﾄｳｴｱの開発、販売

（注１）

ｸﾞﾙｰﾌﾟ通算制度

納税額

資材等の購入

（注１）

取扱報奨金の受取

経費等の支払い

（注１）

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌｨ等の支払い

（注１）

不動産賃借料の支払

（注１）

資金の預入および引出

（△が引出）

利息の受取（注１）

4,532 

201 

14,080 

121 

1,174 

356 

755 

△194

3 

売掛金 

契約資産 

契約負債 

未払金 

買掛金 

未収入金 

前払費用 

未払費用 

未払金 

未払金 

敷金及び

保証金 

前払費用 

関係会社

預け金 

1,119 

75 

60 

195 

2,571 

33 

36 

49 

95 

97 

533 

80 

5,264 

取引条件 及び 取 引 条 件 の 決 定 方針 等

（ 注 １ ）  日 本 電 気 株 式 会 社 と の 基 本 契 約 に 基 づ き 、 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 は 、

市 場 実 勢 を 勘 案 し た 内 容 を 前 提 に 、 価 格 交 渉 の 上 決 定 し 、 支 払 条 件

は 、 売 上 高 、 仕 入 高 、 固 定 資 産 の 購 入 及 び 利 息 の 受 取 に つ い て あ ら か

じ め 決 定 し て い る 条 件 に て 、 決 定 し て お り ま す 。 そ の 他 の 取 引 に つ い

て は 請 求 書 の 発 行 時 期 等 に よ り 個 別 に 決 定 し て お り ま す 。  
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（ ２ ） 兄 弟 会 社

（ 単 位 ： 百 万 円 ）

属性 
会社等の 

名称 

議決権等の 

所有（被所

有）割合 

関連 

当事者との関係 
主要な取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

親会社

の子会

社 

ＮＥＣフィ

ールディン

グ株式会社 

所有なし 当社製品の販売 

製品の購入 

経費等の支払い 

ｿﾌﾄｳｴｱの開発、販売

（注１）

資材等の購入（注１）

経費等の支払い

48 

2,345 

2 

売掛金 

買掛金 

前払費用 

未払金 

2 

343 

6 

2 

親会社

の子会

社 

ＮＥＣソリ

ューション

イノベータ

株式会社

所有なし 当社製品の販売 

製品の購入 

経費等の支払い 

ｿﾌﾄｳｴｱの開発、販売

（注２）

資材等の購入（注２）

経費等の支払い

182 

1,243 

19 

売掛金 

契約資産 

買掛金 

前払費用 

未払費用 

未払金 

24 

1 

330 

24 

1 

5 

親会社

の子会

社 

ＮＥＣネッ

ツエスアイ

株式会社

所有なし 当社製品の販売 

製品の購入 

経費等の支払い 

ｿﾌﾄｳｴｱの開発、販売

（注３）

資材等の購入（注３）

経費等の支払い

45 

1,379 

104 

売掛金 

買掛金 

前払費用 

未払費用 

未払金 

7 

840 

28 

6 

7 

親会社

の子会

社 

ＮＥＣファ

シリティー

ズ株式会社

所有なし 当社製品の販売 

経費等の支払い 

ｿﾌﾄｳｴｱの開発、販売

（注４）

経費等の支払い

（注４）

1 

689 

売掛金 

前払費用 

未払費用 

未払金 

敷金 

1 

13 

1 

3 

131 

親会社

の子会

社 

ＮＥＣマネ

ジメントパ

ートナー株

式会社 

（注５） 

所有なし 当社製品の販売 

間接業務の委託 

経費等の支払い 

ｿﾌﾄｳｴｱの開発、販売

（注６）

間接業務の委託

（注６）

経費等の支払い

29 

629 

182 

売掛金 

買掛金 

未払金 

未払費用 

未収入金 

11 

56 

48 

1 

9 

取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等  

（ 注 １ ）  Ｎ Ｅ Ｃ フ ィ ー ル デ ィ ン グ 株 式 会 社 へ の 当 社 製 品 の 販 売 、 資 材 等 の 購 入

に つ い て は 、 市 場 実 勢 を 勘 案 し て 価 格 交 渉 の 上 、 決 定 し て お り ま す 。

（ 注 ２ ）  Ｎ Ｅ Ｃ ソ リ ュ ー シ ョ ン イ ノ ベ ー タ 株 式 会 社 へ の 当 社 製 品 の 販 売 、 資 材

等 の 購 入 に つ い て は 、 市 場 実 勢 を 勘 案 し て 価 格 交 渉 の 上 、 決 定 し て お

り ま す 。  

（ 注 ３ ）  Ｎ Ｅ Ｃ ネ ッ ツ エ ス ア イ 株 式 会 社 へ の 当 社 製 品 の 販 売 、 資 材 等 の 購 入 に

つ い て は 、 市 場 実 勢 を 勘 案 し て 価 格 交 渉 の 上 、 決 定 し て お り ま す 。

（ 注 ４ ）  Ｎ Ｅ Ｃ フ ァ シ リ テ ィ ー ズ 株 式 会 社 へ の 当 社 製 品 の 販 売 、 不 動 産 等 の 賃

借 に 関 す る 取 引 に つ い て は 、 市 場 実 勢 を 勘 案 し て 価 格 交 渉 の 上 、 決 定

し て お り ま す 。  

（ 注 ５ ）  Ｎ Ｅ Ｃ マ ネ ジ メ ン ト パ ー ト ナ ー 株 式 会 社 は 、 2 0 24 /4 /1付 で Ｎ Ｅ Ｃ ビ ジ

ネ ス イ ン テ リ ジ ェ ン ス 株 式 会 社 へ 社 名 変 更 し て お り ま す 。

（ 注 ６ ）  Ｎ Ｅ Ｃ マ ネ ジ メ ン ト パ ー ト ナ ー 株 式 会 社 へ の 当 社 製 品 の 販 売 、 業 務 委

託 に 関 す る 取 引 に つ い て は 、 市 場 の 実 勢 を 勘 案 し て 価 格 交 渉 の 上 、 決

定 し て お り ま す 。  
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１０ .１株当たり情報に関する注記

（ １ ） １ 株 当 た り 純 資 産 額 7 ,6 99円 0 9銭

（ ２ ） １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 2 ,3 46円 4 4銭

１１ .収益認識に関する注記

収 益 を 理 解 す る た め の 基 礎 と な る 情 報

「 重 要 な 会 計 方 針 に 関 す る 注 記 」 の 「 収 益 及 び 費 用 の 計 上 基 準 」 に 記

載 の 通 り で あ り ま す 。  
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監査報告書

第 50期事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、その他取締役の職務の執行の監査

について、次のとお り報告 します。

1.監査の方法及びその内容

監査役間の協議により監査方針及び監査計画を定めた上で、各監査役が分担 して、必要な調査を行

い、その結果を監査役間で報告及び協議 して、監査を実施 しました。監査にあたっては、監査推進室

と連携して調査等を行いました。

具体的には、取締役会その他の重要な会議に出席 し、重要な決裁文書や報告書を閲覧 し、取締役等及

び会計監査人から、職務の執行状況等について定期的に報告を受け、また、随時説明を求めました。

さらに、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 10

0条第 1頂及び第 3項に定める体制 (内部統制システム)の整備に関する取締役会決議の内容並びに

当該決議に基づき整備及び運用されている状況について、取締役等から定期的に報告を受け、必要に

応 じて説明を求め、意見を表明しました。

会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制 (会社計算規則第 131条各

号に掲げる事項)に 関 しては、会計監査人より諸法令及び企業会計審議会が公表する諸基準並びに日

本公認会計士協会が公表する諸規則に準拠 して整備 している旨の通知を受けました。

2.監査の結果

(1)事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正 しく示 しているものと認

めます。

(2)取締役の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若 しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。

(3)内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は、相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は

認められません。

(4)当社 と当社の親会社等との間の取引に係る事項等についても、指摘すべき事項は認められません。

(5)会計監査人 有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

NECネ クサソリューションズ株式会社

監査役 ″ 囲 朔宏
梃 隆

2024年 5月 27日

監査役 .二 Я
⑧



 

独立監査人の監査報告書 

2024 年 5月 27日 

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 

取締役会 御中 

 

 

有限責任 あずさ監査法人 

東京事務所 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 島  義 浩 

監査意見 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

の2023年４月１日から2024年３月31日までの第50期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」と

いう。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及

び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

計算書類等に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計

算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ

とが含まれる。 



 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。 

計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関

連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要

な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事

項について報告を行う。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

以 上 


